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第１章 個別施設計画の概要 

【1-1】計画策定の背景と目的 

本市における公共施設等については、昭和４０年～５０年代の高度経済成長期

に建設されたものが多く、これらの施設は老朽化が進んでおり、今後ほぼ同時期

に大規模改修や更新の時期を迎えようとしています。 

国においては、平成２５年１１月に「インフラ長寿命化基本計画」（インフラ

老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議決定）を策定するとともに、総務省

から平成２６年４月に、「公共施設等総合管理計画の策定にあたっての指針」が

示され、地方公共団体においても「公共施設等総合管理計画」の策定が要請され

ました。 

このような背景から、本市において、老朽化が進む施設の安全対策や維持管

理、更新にかかる費用の負担といった課題に適切に対応していくため、平成２９

年８月に「諫早市公共施設等総合管理計画（以下、総合管理計画）」を策定し、

このたび、総合管理計画を踏まえ、施設ごとの維持管理の実施方針を示す計画と

して「個別施設計画」を策定するものです。 

 

【１-2】個別施設計画の位置付け 

 

【国（インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議）】

【諫早市】

ほか

インフラ長寿命化基本計画
（平成25年11月策定）

インフラ長寿命化計画（行動計画）

諫早市公共施設等総合管理計画
（平成29年8月策定）

個別施設計画

学
校
教
育
施
設

ス
ポ
ー

ツ
施
設

福
祉
施
設

そ
の
他
施
設

道
路

公共施設・インフラ施設
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【1-3】個別施設計画の内容 

 個別施設計画は、総合管理計画に基づき、施設ごとの維持管理の実施方針とし

て策定するもので、対象施設の維持管理等の対策内容・実施時期などを示すもの

です。 

 

【1-4】個別施設計画に記載すべき事項 

 国が策定した「インフラ長寿命化基本計画」に示された、個別施設計画の記載

事項は以下のとおりです。 

― 個別施設計画の記載事項 － 

① 対象施設 

「総合管理計画」において、個別施設計画を策定することとした施設を対象とする。計画の策定に

当たっては、維持管理及び更新等に係る取組状況や利用状況等に鑑み、個別施設のメンテナンス

サイクルを計画的に実行する上で最も効率的・効果的と考えられる計画策定の単位（例えば、事業

毎の分類（道路、下水道等）や、構造物毎の分類（橋梁、トンネル、管路等）等）を設定した上で、その

単位毎に計画を策定する。 

②計画期間 

インフラの状態は、経年劣化や疲労等によって時々刻々と変化することから、定期点検サイクル

等を考慮した上で計画期間を設定し、その点検結果等を踏まえ、適宜、計画を更新するものとする。 

本計画で示す取組を通じ、知見やノウハウの蓄積を進め、計画期間の長期化を図ることで、中長

期的な維持管理及び更新等に係るコストの見通しの精度向上を図る。 

③対策の優先順位の考え方 

個別施設の状態（劣化、損傷の状況や要因等）の他、当該施設が果たしている役割、機能、利用

状況、重要性等、対策を実施する際に考慮すべき事項を設定した上で、それらに基づく優先順位の

考え方を明確化する。 

④個別施設の状態等 

点検や診断によって得られた個別施設の状態について、施設毎に整理する。なお、点検や診断を

未実施の施設については、点検実施時期を明記する。 

また、「③対策の優先順位の考え方」で明らかにした事項のうち、個別施設の状態以外の事項に

ついて、必要な情報を整理する。 

⑤対策内容と実施時期 

「③対策の優先順位の考え方」及び「④個別施設の状態等」を踏まえ、次回の点検や診断、修繕

や更新、さらには、更新の機会を捉えた機能転換や用途変更、複合化や集約化、廃止や撤去、耐震

化等の必要な対策について、講ずる措置の内容や実施時期を施設毎に整理する。 

⑥対策費用 

計画期間内に要する対策費用の概算を整理する。 
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【1-5】公共施設等の総合的かつ計画的な管理に関する基本的な方針 

 本市の公共施設等の管理に関する基本方針は以下のとおりです。 

基本方針１ 市民の安全・安心を守るための適切な施設管理の実施              

（１）点検・安全確保の実施 

①不測の事故などによるリスクを未然に防ぐために、日常点検・定期点検を徹底し、危険箇所や不具合

箇所の早期発見や劣化状況の把握に努めます。 

②劣化や危険性が認められた施設については、すみやかに修繕又はその他の安全対策を実施します。 

③公共施設等の点検結果や修繕履歴を蓄積・管理することで、その後の修繕や更新における判断材料

として活用します。 

（２）耐震化の実施 

①公共施設（建物）については、災害時等の避難場所としても位置付けられている学校施設の耐震化は

完了しましたが、他の公共施設（建物）についても、地震時における安全性確保のため、補強工事の必

要性が認められた施設については耐震化を実施します。 

②橋梁については、主要幹線に架かるものの耐震化を優先的に行い、その後も計画的に実施します。 

③上水道施設、下水道施設については、基幹施設・基幹管路及び病院等の重要施設へ通じる管路など

の耐震化を優先的に行い、他の施設については更新の時期等を考慮しながら計画的に実施します。 

（３）防災・減災対策の実施 

地域防災計画で避難場所として指定された公共施設（建物）については、機能確保の観点から、平常時

も適切な管理に努めます。 

 

基本方針２ 計画的な改修による財政負担の平準化等                      

（１）予防保全改修の実施 

公共施設等の現状や修繕周期を踏まえ、計画的な予防保全的改修を行い、維持管理コストの削減を図り

ます。 

（２）長寿命化改修の実施 

長期的な視点に立った施設の長寿命化を計画的・効率的に行い、大規模改修や建替え等による更新コ

ストの一定期間への集中的な増大を防ぎ、財政負担の平準化を図ります。 

 

基本方針３ 市民のニーズに即した有効活用、施設の現状に応じた多様な検討       

（１）市民のニーズに即した有効活用 

少子高齢化の進展に伴う年齢構成の変化などにより、公共施設（建物）に求める市民のニーズも変化す

ることが想定されるので、必要に応じて、用途変更や目的外使用なども検討し、既存施設の有効活用を

図ります。 

（２）施設の現状に応じた多様な検討 

利用状況が著しく低下した施設又は老朽化が進んだ施設については、地域の実情や住民の意見を踏ま

えて、機能の集約化、複合化若しくは更新や廃止を検討します。その結果、不要となった施設については

用途廃止を行い、貸付け、若しくは譲渡し、又は除却します。 
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第２章 個別施設計画（林務施設計画） 

【2-1】施設の現況 

林務施設は、豊かな森林に関心を持ち、森林レクリエーションを通して森林の

有する多面的機能を享受できる場として、多くの市民に利用され、地域の振興に

大きな役割を果たしてきました。 

 しかし、殆どの施設が建築後２０年以上経過し、立地も気象条件の厳しい場所

が多いことから、老朽化や不具合が生じている施設があります。 

 今後も森林の有する多面的機能を充分に展開できるよう、機能的な施設環境の

整備と安全・安心性を確保することが課題となっており、また、時代に合わせた

利便性や機能の向上などにも対応する必要があります。 

 

【2-2】対象施設 

 本計画の対象施設は、農林水産部で所管する「林務施設」とし、施設数は１２

です。 

なお、施設の位置については、６、７ページの「位置図」、各施設の情報につ

いては８ページ以降の「個別施設シート」に記載のとおりです。 

 

■対象施設一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. 施設名 所在 施設区分 所管課

1 万年の森（高峰展望台） 湯野尾町2955番地13 展望所

2 万年の森（バンガロー・上の棟） 富川町932番地1 宿泊施設

3 万年の森（バンガロー・中の棟） 富川町932番地1 宿泊施設

4 万年の森（バンガロー・下の棟） 富川町932番地1 宿泊施設

5 万年の森（管理棟） 富川町925番地 事務所

6 万年の森（東屋） 富川町924番地 東屋

7 万年の森（トイレ・カツラの木） 富川町918番地3 便所

8 万年の森（トイレ・高峰展望台） 富川町1786番地80 便所

9 万年の森（森の吊橋） 富川町924番地 吊橋

10 修多羅の森（作業棟・水汲場） 高来町折山855番地4 作業棟

11 修多羅の森（作業棟・芝生広場） 高来町折山855番地4 作業棟

12 轟峡大渡（トイレ） 高来町善住寺1106番地5 便所

林務水産課
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【2-3】計画期間 

総合管理計画と同様、計画の実効性及び社会情勢の変化に柔軟に対応するた

め、計画期間を202０年度（令和２年度）から20２９年度（令和1１年度）ま

での10年間とします。 

 

【2-4】対策の優先順位の考え方 

総合管理計画において、公共施設等の管理に関する基本方針が定められてお

り、これは既存の公共施設を可能な限り長く安全に利用していくために計画的な

設備の更新や施設の改修を行うことで長寿命化を図っていくことになっていま

す。この基本方針を踏まえ、施設の劣化・損傷の状況や利用状況、地域の特性、

社会的役割など、様々な視点から検討を行い、総合的に対策の優先順位を判断し

ていくこととします。 

 

【2-5】個別施設の状態、評価等 

 施設の状態の把握と改修等の必要性を判断するため、簡易劣化調査（目視・打

診・触診）を実施しました。また、日常及び定期点検や建築基準法に基づく定期

報告が義務付けられている施設は、その結果も参考に以下の基準で劣化度を評価

しました。 

 

■劣化度評価基準 

評価 評価基準 対応

A 概ね良好 計画的な保全を継続

B
局所、部分的に劣化・故障
（安全上、機能上、問題なし）

軽微な修繕、補修、又は予防
保全を実施

C
各所、広範囲に劣化・故障
（安全上、機能上、低下の兆し）

今後必要に応じて、部分改修、
中規模改修を実施

D

劣化・故障の程度が大きく、早急に対応する必要があ
る。
（安全上、機能上に問題がある）
（躯体の耐久性に影響を与えている）
（設備が故障し施設運営に支障をあたえている）
など

速やかに改修計画を策定し
て、個別又は大規模改修を実
施
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■施設情報一覧 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※法定耐用年数とは、税務上、減価償却費の算定基準として「減価償却資産の耐用

年数等に関する省令」（昭和 40 年大蔵省令第 15 号）で定められた耐用年数の

ことで、建物の実際の寿命ではありません。 

 

 

 

 

 

 

 

建築
躯体・屋根

外装・内装

電気設備 空調設備 衛生設備

1 万年の森（高峰展望台） 木造 70.06㎡ 平成5年 29 24 Ｂ ― ― ―

2 万年の森（バンガロー・上の棟） 木造 28.96㎡ 平成8年 26 22 Ｂ Ａ Ａ Ａ

3 万年の森（バンガロー・中の棟） 木造 28.96㎡ 平成8年 26 22 Ｂ Ａ Ａ Ａ

4 万年の森（バンガロー・下の棟） 木造 28.96㎡ 平成8年 26 22 Ｂ Ａ Ａ Ａ

5 万年の森（管理棟） 木造 64.20㎡ 平成8年 26 24 Ｂ Ａ Ａ Ａ

6 万年の森（東屋） 木造 9.00㎡ 平成7年 27 17 Ｂ ― ― ―

7 万年の森（トイレ・カツラの木） 木造 16.00㎡ 平成7年 27 15 Ｂ ― ― Ｂ

8 万年の森（トイレ・高峰展望台） 木造 16.00㎡ 平成6年 28 15 Ｂ ― ― Ｂ

9 万年の森（森の吊橋） 木造 66.00㎡ 平成6年 28 24 Ｂ ― ― ―

10 修多羅の森（作業棟・水汲場） 木造 53.00㎡ 平成6年 28 15 Ｂ ― ― Ａ

11 修多羅の森（作業棟・芝生広場） 木造 39.00㎡ 平成6年 28 15 Ｂ ― ― Ａ

12 轟峡大渡（トイレ） 木造（プレハブ） 5.00㎡ 平成27年 7 15 Ａ Ａ Ａ Ａ

劣化状況評価

施設名称 構造
延床面積

㎡
建築年 経過年数

法定耐用
年数
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【2-6】対策内容・実施時期・対策費用 

 計画期間（2020年度（令和2年度）～2029年度（令和11年度））における

対策内容、実施時期、対策費用は、後述の実施計画に示すとおりです。 

総合管理計画の基本方針に基づいて、日常・定期点検等を行うことにより、施

設の状態を把握し、計画的に予防保全的な修繕や機能向上のための改修を実施す

ることで施設の長寿命化を図り、市民サービスを維持していく必要があります。 

■使用目標年数の設定 

施設のうち、建築物の寿命は、構造、立地条件、使用状況の違いなどによって

左右されますが、施設の長寿命化を図りながら、法定耐用年数を超えて使い続け

ることを目標とし、「建築物の耐久計画に関する考え方」（社団法人日本建築学

会）の考え方を参考に使用目標年数を設定しました。 

 

 

 

■施設の対策方針 

①維持保全 

 行政サービス提供の必要性がある施設で、建物の健全性が保たれている場合

は、予防保全の考え方に基づき、計画的な維持管理を行います。また、一定周

期毎に中規模改修や大規模改修を行うことで長寿命化を図り、継続して維持し

ます。 

※行政サービス提供の必要性が低下していても、施設利用の方針が定まってい

ない場合は、最低限の管理を行い、維持することとします。 

②更新 

 行政サービス提供の必要性がある施設で、老朽化度等を勘案した結果、建物の

健全性が保たれないと判断された場合は、建替えを検討します。 

③用途変更・集約化 

 利用度が極端に低下した施設は、地域の実情やニーズ、住民の意見等を踏まえ

て、用途変更、機能の集約化を検討します。 

④廃止 

 利用や行政目的が無くなった施設で、安全性が確保されておらず、老朽化も著

使用目標年数

50年木造（W）

建築物の構造
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しいなどの原因によって、転用等ができない施設は、廃止を検討します。 

■対策方針に基づく実施計画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1
万年の森
（高峰展望台）

維持保全 適切な維持管理を行い存続する。 高

2
万年の森
（バンガロー・上の棟）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ２年度にデッキ張替を実施
※Ｒ４年度に冷房機設置、窓サッシ改築、給湯施設修繕を実施

高

3
万年の森
（バンガロー・中の棟）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ２年度にデッキ張替を実施
※Ｒ４年度に冷房機設置、窓サッシ改築、デッキ手摺等修繕を実施

高

4
万年の森
（バンガロー・下の棟）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ２年度にデッキ張替、外灯設置、前庭整備を実施
※Ｒ４年度に冷房機設置を実施

高

5
万年の森
（管理棟）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ２年度に外壁修繕を実施

高

6
万年の森
（東屋）

維持保全 適切な維持管理を行い存続する。 低

7
万年の森
（トイレ・カツラの木）

維持保全 適切な維持管理を行い存続する。 低

8
万年の森
（トイレ・高峰展望台）

維持保全 適切な維持管理を行い存続する。 中

9
万年の森
（森の吊橋）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ３年度に防腐塗装を実施

高

10
修多羅の森
（作業棟・水汲場）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ２年度にデッキ柱・手摺修繕を実施

高

11
修多羅の森
（作業棟・芝生広場）

維持保全 適切な維持管理を行い存続する。 低

12
轟峡大渡
（トイレ）

維持保全
適切な維持管理を行い存続する。
※Ｒ４年度に太陽発電システム器具交換を実施

中

13

14

15

対策費用（概算）

優先
順位

№ 施設名 対策方針 対策内容
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■実施計画の主な内容 

① 万年の森（高峰展望台） 

富川渓谷の東側標高４１６ｍの高台にある高さ６ｍの展望台で有明海、橘

湾、大村湾を一望できる。施設の周囲には広い芝生スペースがあり、駐車場、

トイレも併設していることから、テントサイトとしても人気が高い。山の頂上

という立地条件から強い雨風に曝されることが多く、木造の傷み具合が早い。

当面は、防食塗装を定期的（５年に１回）に行い、安全上問題がある箇所につ

いて、その都度部材の交換等で対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（施設全景）           （手摺部分のひび割れ） 
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② 万年の森（バンガロー３棟） 

富川渓谷内にある１棟６人が利用できる施設で、宿泊・休憩合わせて年間４

００人以上が利用されている。５年に１回防腐塗装を行っており、施設の外

部、内部共に良好な状態である。また、利用者アンケートの中で要望の多かっ

た冷房機器を令和４年度に設置している。今後も、５年毎の防腐塗装を継続

し、傷みやすいデッキ部はその都度修繕で対応していく。 

 

 

 

 

 

 

 

（施設全景）      （施設内部（ロフト））     （施設内部） 

 

 

 

 

 

 

（温水シャワー）      （ミニキッチン）       （トイレ） 

 

 

 

 

 

 

（冷房機器）         （屋根）         （デッキ） 
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③ 修多羅の森（水汲場作業棟） 

  多良岳山頂付近を横断する林道多良岳横断線（広域林道）沿いに整備されて

おり、修多羅の森を維持管理していくための施設である。棟内のトイレは一般

向けに開放しているが、併設している水汲み場や近接しているしゃくなげ高原

（毎年市の事業でツクシシャクナゲを植樹）への来場者の増加に対応するた

め、令和元年度に改修工事を行っている。柱や屋根等の経年による損傷箇所に

ついては、状態を注視しながら修繕や防腐塗装で対応していく。 

 

 

 

 

 

 

（施設全景）       （入口スロープ）      （トイレ入口） 

 

 

 

 

 

 

（男女兼用トイレ）     （多目的トイレ）       （テラス部） 

 

 

 

 

 

 

   （屋根裏の浸水） 
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第３章 計画の推進 

【3-1】情報基盤の整備と活用 

 施設の基本情報や工事・修繕の履歴、点検結果等について、継続的な実態把握

によってデータを蓄積し、計画的・保全的修繕や長寿命化改修の実施内容の検討

等に活用します。 

 

【3-2】推進体制等の整備 

 本計画に基づき長寿命化を確実に実施するため、不具合箇所の早期発見・対

応、修繕等の計画的実施による予防保全や長寿命化改修を行います。また、総合

管理計画に基づき、全庁的にその意義や方向性に対して共通認識を持ち、関係部

門が連携しながら計画を推進していきます。 

 

【3-3】フォローアップ 

 施設の状態は、経年劣化等により刻々と変化することから、日常・定期点検等

の結果、利用者や地域住民からのご意見、社会情勢などを踏まえて、適宜見直し

を行い、更なる充実を図ります。 

また、計画の進捗管理を着実に行うため、PDCAサイクルの確立に努めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan
個別施設計画

●修繕・更新履歴の整理

●施設の劣化状況の把握
●計画の更新

Do
計画に基づく実行

●修繕、改修等

●維持管理
●施設の点検

Action
計画の改善

●検証結果に基づく課題抽出

●計画の改善策の検討
●計画の見直し

Check
計画の評価・検証

●計画の進捗管理

●費用の把握・検証
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